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栃 木 県 規 則 第 十 九 号

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 財 務 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 総 務 に 関 す る 事 務 の 特 例 ） （ 総 務 に 関 す る 事 務 の 特 例 ）

第 四 条 の 二 総 務 事 務 セ ン タ ー 所 長 第 四 条 の 二 職 員 総 務 課 総 務 事 務 室 （ 以 下 「 総 務 事

務 室 」 と い う 。 ） の 長 （ 以 下 「 総 務 事 務 室 長 」 と

は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 二 に 掲 げ い う 。 ） は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 二 に 掲 げ

る 事 務 及 び 前 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 三 に 掲 げ る 事 る 事 務 及 び 前 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 三 に 掲 げ る 事

務 （ 知 事 の 決 裁 を 要 す る 事 項 を 除 く 。 ） の う ち 、 務 （ 知 事 の 決 裁 を 要 す る 事 項 を 除 く 。 ） の う ち 、

別 に 定 め る 事 務 を 処 理 す る も の と す る 。 別 に 定 め る 事 務 を 処 理 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 総 務 事 務 セ ン タ ー 所 長 が 処 理 ２ 前 項 の 規 定 に よ り 総 務 事 務 室 長 が 処 理

し た 事 務 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 委 任 を し た 事 務 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 委 任 を

受 け た 公 所 の 長 が 行 い 、 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 専 受 け た 公 所 の 長 が 行 い 、 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 専

決 権 者 が 専 決 し た も の と み な す こ と が で き る 。 決 権 者 が 専 決 し た も の と み な す こ と が で き る 。

（ 出 納 員 及 び そ の 他 の 会 計 職 員 ） （ 出 納 員 及 び そ の 他 の 会 計 職 員 ）

第 五 条 課 又 は 公 所 に 出 納 員 第 五 条 課 、 公 所 又 は 総 務 事 務 室 に 出 納 員

を 置 く 。 を 置 く 。

２ 出 納 員 は 、 課 に あ っ て は 総 括 課 長 補 佐 又 は こ れ ２ 出 納 員 は 、 課 に あ っ て は 総 括 課 長 補 佐 又 は こ れ

に 準 ず る 職 員 、 公 所 に あ っ て は 総 括 所 長 補 佐 又 は に 準 ず る 職 員 、 公 所 に あ っ て は 総 括 所 長 補 佐 又 は

こ れ に 準 ず る 職 員 こ れ に 準 ず る 職 員 、 総 務 事 務 室 に あ っ て は 総 務 事

の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 経 営 管 理 務 室 に 属 す る 職 員 の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 経 営 管 理

部 長 が 指 定 す る 職 に あ る 職 員 を も っ て 充 て る 。 部 長 が 指 定 す る 職 に あ る 職 員 を も っ て 充 て る 。

３ ～ ７ 略 ３ ～ ７ 略

（ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ） （ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ）

第 百 四 十 八 条 の 二 略 第 百 四 十 八 条 の 二 略

２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規 ２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す 定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す

る 。 る 。

一 ～ 十 五 略 一 ～ 十 五 略

十 六 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六

号 ） 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 寄

附 金 に 係 る 業 務 の 委 託 に 関 す る 契 約

（ 財 政 課 長 、 経 営 管 理 部 長 へ の 合 議 事 項 ） （ 財 政 課 長 、 経 営 管 理 部 長 へ の 合 議 事 項 ）

第 百 九 十 四 条 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 第 百 九 十 四 条 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て

は 、 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 し な け れ は 、 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

一 財 務 に 関 係 あ る 条 例 及 び 規 則 の 制 定 又 は 改 廃 一 財 務 に 関 係 あ る 条 例 及 び 規 則 の 制 定 又 は 改 廃

（ 規 則 の 軽 易 な 改 廃 を 除 く 。 ） に 関 す る こ と 。 に 関 す る こ と 。

二 略 二 略

三 予 算 の 執 行 に 関 し 、 そ の 成 立 の 趣 旨 を 異 に し



（2） 栃 木 県 公 報 号外第24号平成30年３月30日　金曜日
栃 木 県 規 則 第 十 九 号

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 財 務 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 財 務 規 則 （ 平 成 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 総 務 に 関 す る 事 務 の 特 例 ） （ 総 務 に 関 す る 事 務 の 特 例 ）

第 四 条 の 二 総 務 事 務 セ ン タ ー 所 長 第 四 条 の 二 職 員 総 務 課 総 務 事 務 室 （ 以 下 「 総 務 事

務 室 」 と い う 。 ） の 長 （ 以 下 「 総 務 事 務 室 長 」 と

は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 二 に 掲 げ い う 。 ） は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 二 に 掲 げ

る 事 務 及 び 前 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 三 に 掲 げ る 事 る 事 務 及 び 前 条 の 規 定 に よ り 別 表 第 三 に 掲 げ る 事

務 （ 知 事 の 決 裁 を 要 す る 事 項 を 除 く 。 ） の う ち 、 務 （ 知 事 の 決 裁 を 要 す る 事 項 を 除 く 。 ） の う ち 、

別 に 定 め る 事 務 を 処 理 す る も の と す る 。 別 に 定 め る 事 務 を 処 理 す る も の と す る 。

２ 前 項 の 規 定 に よ り 総 務 事 務 セ ン タ ー 所 長 が 処 理 ２ 前 項 の 規 定 に よ り 総 務 事 務 室 長 が 処 理

し た 事 務 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 委 任 を し た 事 務 に つ い て は 、 第 三 条 の 規 定 に よ り 委 任 を

受 け た 公 所 の 長 が 行 い 、 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 専 受 け た 公 所 の 長 が 行 い 、 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 専

決 権 者 が 専 決 し た も の と み な す こ と が で き る 。 決 権 者 が 専 決 し た も の と み な す こ と が で き る 。

（ 出 納 員 及 び そ の 他 の 会 計 職 員 ） （ 出 納 員 及 び そ の 他 の 会 計 職 員 ）

第 五 条 課 又 は 公 所 に 出 納 員 第 五 条 課 、 公 所 又 は 総 務 事 務 室 に 出 納 員

を 置 く 。 を 置 く 。

２ 出 納 員 は 、 課 に あ っ て は 総 括 課 長 補 佐 又 は こ れ ２ 出 納 員 は 、 課 に あ っ て は 総 括 課 長 補 佐 又 は こ れ

に 準 ず る 職 員 、 公 所 に あ っ て は 総 括 所 長 補 佐 又 は に 準 ず る 職 員 、 公 所 に あ っ て は 総 括 所 長 補 佐 又 は

こ れ に 準 ず る 職 員 こ れ に 準 ず る 職 員 、 総 務 事 務 室 に あ っ て は 総 務 事

の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 経 営 管 理 務 室 に 属 す る 職 員 の う ち か ら 、 そ れ ぞ れ 経 営 管 理

部 長 が 指 定 す る 職 に あ る 職 員 を も っ て 充 て る 。 部 長 が 指 定 す る 職 に あ る 職 員 を も っ て 充 て る 。

３ ～ ７ 略 ３ ～ ７ 略

（ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ） （ 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る 契 約 ）

第 百 四 十 八 条 の 二 略 第 百 四 十 八 条 の 二 略

２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規 ２ 条 例 本 則 第 三 号 ロ に 掲 げ る 契 約 に 係 る 同 号 に 規

定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す 定 す る 規 則 で 定 め る 契 約 は 、 次 に 掲 げ る 契 約 と す

る 。 る 。

一 ～ 十 五 略 一 ～ 十 五 略

十 六 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六

号 ） 第 三 十 七 条 の 二 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 寄

附 金 に 係 る 業 務 の 委 託 に 関 す る 契 約

（ 財 政 課 長 、 経 営 管 理 部 長 へ の 合 議 事 項 ） （ 財 政 課 長 、 経 営 管 理 部 長 へ の 合 議 事 項 ）

第 百 九 十 四 条 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 第 百 九 十 四 条 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て

は 、 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 し な け れ は 、 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 し な け れ

ば な ら な い 。 ば な ら な い 。

一 財 務 に 関 係 あ る 条 例 及 び 規 則 の 制 定 又 は 改 廃 一 財 務 に 関 係 あ る 条 例 及 び 規 則 の 制 定 又 は 改 廃

（ 規 則 の 軽 易 な 改 廃 を 除 く 。 ） に 関 す る こ と 。 に 関 す る こ と 。

二 略 二 略

三 予 算 の 執 行 に 関 し 、 そ の 成 立 の 趣 旨 を 異 に し

な い 範 囲 で 内 容 を 変 更 す る こ と 。

三 ～ 五 略 四 ～ 六 略

２ 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 当 該 事 項 の う ち 軽 易 ２ 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 当 該 事 項 の う ち 軽 微

で あ る と し て 別 に 定 め る も の を 除 く 。 ） に つ い て で あ る と し て 別 に 定 め る も の を 除 く 。 ） に つ い て

は 、 財 政 課 長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。 は 、 財 政 課 長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 予 算 計 上 の 趣 旨 又 は 内 容 の 変 更 を 伴 う 予 算 執 三 国 庫 支 出 金 の 申 請 （ 計 画 書 等 の 提 出 を 含

行 （ 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に 関 す む 。 ） に 関 す

る こ と 。 る こ と 。

四 略 四 略

五 部 長 の 専 決 に 係 る 予 算 執 行 に 関 す る こ と 。

３ 公 所 の 長 は 、 第 一 項 第 三 号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る

事 項 に つ い て は 、 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に

合 議 し な け れ ば な ら な い 。

（ 会 計 管 理 者 等 へ の 合 議 事 項 ） （ 会 計 管 理 者 等 へ の 合 議 事 項 ）

第 百 九 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 前 条 の 規 定 に 第 百 九 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 前 条 の 規 定 に

よ り 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 す る 事 項 よ り 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 す る 事 項

（ 同 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に つ （ 同 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に つ

い て は 会 計 局 会 計 管 理 課 長 を 経 て 会 計 管 理 者 に 、 い て は 会 計 局 会 計 管 理 課 長 を 経 て 会 計 管 理 者 に 、

財 政 課 長 に 合 議 す る 事 項 財 政 課 長 に 合 議 す る 事 項 （ 同 条 第 二 項 第 三 号 に 掲

に つ い て は 会 計 局 会 計 管 理 課 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に つ い て は 会 計 局 会 計 管 理 課

長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。 長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

所属区分 公 所 所属区分 公 所

略 略

経営管理部総務事務センタ 経営管理部ー

県税事務所 県税事務所

自動車税事務所 自動車税事務所

略 略

保健福祉部健康福祉センタ 保健福祉部健康福祉センター ー

保健環境センタ 保健環境センター ー

衛生福祉大学校 衛生福祉大学校

県南高等看護専門学院 県南高等看護専門学院

障害者総合相談所 とちぎリハビリテシンセンー ョ

ター

精神保健福祉センタ 精神保健福祉センター ー

児童相談所 児童相談所

那須学園 那須学園

動物愛護指導センタ 動物愛護指導センター ー

食肉衛生検査所 食肉衛生検査所

略 略
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な い 範 囲 で 内 容 を 変 更 す る こ と 。

三 ～ 五 略 四 ～ 六 略

２ 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 当 該 事 項 の う ち 軽 易 ２ 課 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 （ 当 該 事 項 の う ち 軽 微

で あ る と し て 別 に 定 め る も の を 除 く 。 ） に つ い て で あ る と し て 別 に 定 め る も の を 除 く 。 ） に つ い て

は 、 財 政 課 長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。 は 、 財 政 課 長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。

一 ・ 二 略 一 ・ 二 略

三 予 算 計 上 の 趣 旨 又 は 内 容 の 変 更 を 伴 う 予 算 執 三 国 庫 支 出 金 の 申 請 （ 計 画 書 等 の 提 出 を 含

行 （ 前 項 第 四 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に 関 す む 。 ） に 関 す

る こ と 。 る こ と 。

四 略 四 略

五 部 長 の 専 決 に 係 る 予 算 執 行 に 関 す る こ と 。

３ 公 所 の 長 は 、 第 一 項 第 三 号 及 び 第 六 号 に 掲 げ る

事 項 に つ い て は 、 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に

合 議 し な け れ ば な ら な い 。

（ 会 計 管 理 者 等 へ の 合 議 事 項 ） （ 会 計 管 理 者 等 へ の 合 議 事 項 ）

第 百 九 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 前 条 の 規 定 に 第 百 九 十 五 条 課 長 又 は 公 所 の 長 は 、 前 条 の 規 定 に

よ り 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 す る 事 項 よ り 財 政 課 長 を 経 て 経 営 管 理 部 長 に 合 議 す る 事 項

（ 同 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に つ （ 同 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に つ

い て は 会 計 局 会 計 管 理 課 長 を 経 て 会 計 管 理 者 に 、 い て は 会 計 局 会 計 管 理 課 長 を 経 て 会 計 管 理 者 に 、

財 政 課 長 に 合 議 す る 事 項 財 政 課 長 に 合 議 す る 事 項 （ 同 条 第 二 項 第 三 号 に 掲

に つ い て は 会 計 局 会 計 管 理 課 げ る 事 項 を 除 く 。 ） に つ い て は 会 計 局 会 計 管 理 課

長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。 長 に 合 議 し な け れ ば な ら な い 。

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

所属区分 公 所 所属区分 公 所

略 略

経営管理部総務事務センタ 経営管理部ー

県税事務所 県税事務所

自動車税事務所 自動車税事務所

略 略

保健福祉部健康福祉センタ 保健福祉部健康福祉センター ー

保健環境センタ 保健環境センター ー

衛生福祉大学校 衛生福祉大学校

県南高等看護専門学院 県南高等看護専門学院

障害者総合相談所 とちぎリハビリテシンセンー ョ

ター

精神保健福祉センタ 精神保健福祉センター ー

児童相談所 児童相談所

那須学園 那須学園

動物愛護指導センタ 動物愛護指導センター ー

食肉衛生検査所 食肉衛生検査所

略 略

別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）
１共通決裁事項及び共通専決事項 １共通決裁事項及び共通専決事項

⑴財務に関する一般的事項 ⑴財務に関する一般的事項

部長専決事項幹事課長専決事課長専決事項部長専決事項幹事課長専決事課長専決事項

項 項

１この規則に基づく次の事務 １この規則に基づく次の事務

⑴・⑵略⑴⑶略⑴⑽略 ⑴・⑵略⑴⑶略⑴⑽略～ ～ ～ ～

⑷歳出予算の ⑶歳出予⑷歳出予算の

目内の流用 算の目内目内の流用

の流用（幹事課長又

（幹事課は課長が予算

長の専決の執行に係る

に係るも事案の決定に

のを除ついてその、

く） 全額を専決す。

⑶略 ⑷略ることとされ

ている経費に

限る）。

⑸・⑹略 ⑸・⑹略

２・３略 ２・３略

⑵予算の執行に係る事案の決定関係 ⑵予算の執行に係る事案の決定関係

決裁権知事副知事部長幹事課課長 決裁権知事副知事部長幹事課課長

者及び 長 者及び 長

専決権 専決権

者の区 者の区

分 分

節等の 節等の

区分 区分

略 略

公有財略 5 0 0万略 公有財略3,000 5 0 0万略

産購入 円以上 産購入万円円以上

費 7,000 費 以上3,000

万円未 7,000 万円未

満 万円未満

満

備品購7,000 略略略 備品購7,000 略略略

入費万円 入費 万円以

以上 上
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別表第３（第４条関係） 別表第３（第４条関係）

１共通決裁事項及び共通専決事項 １共通決裁事項及び共通専決事項

⑴財務に関する一般的事項 ⑴財務に関する一般的事項

部長専決事項幹事課長専決事課長専決事項部長専決事項幹事課長専決事課長専決事項

項 項

１この規則に基づく次の事務 １この規則に基づく次の事務

⑴・⑵略⑴⑶略⑴⑽略 ⑴・⑵略⑴⑶略⑴⑽略～ ～ ～ ～

⑷歳出予算の ⑶歳出予⑷歳出予算の

目内の流用 算の目内目内の流用

の流用（幹事課長又

（幹事課は課長が予算

長の専決の執行に係る

に係るも事案の決定に

のを除ついてその、

く） 全額を専決す。

⑶略 ⑷略ることとされ

ている経費に

限る）。

⑸・⑹略 ⑸・⑹略

２・３略 ２・３略

⑵予算の執行に係る事案の決定関係 ⑵予算の執行に係る事案の決定関係

決裁権知事副知事部長幹事課課長 決裁権知事副知事部長幹事課課長

者及び 長 者及び 長

専決権 専決権

者の区 者の区

分 分

節等の 節等の

区分 区分

略 略

公有財略 5 0 0万略 公有財略3,000 5 0 0万略

産購入 円以上 産購入万円円以上

費 7,000 費 以上3,000

万円未 7,000 万円未

満 万円未満

満

備品購7,000 略略略 備品購7,000 略略略

入費万円 入費 万円以

以上 上

負担 1,000 1,000 全額負担 全額1 0 0万1 0 0万

金補 万円以万円未 金補 円以上円未満、 、

助金び 上（栃満（栃（栃木助金び （栃（栃（栃木

交付金 木県補木県補県補助交付金 木県補木県補県補助

助金等助金等金等交 助金等助金等金等交

交付規交付規付規則 交付規交付規付規則

則（昭則の適の適用 則（昭則の適の適用

和36年用を受を受け 和36年用を受を受け

栃木県けるないも 栃木県けないないも

規則第もののに限 規則第もののに限

33号） に限る） 33号） に限る）。 。

の適用る） の適用る）。 。

を受け を受け

るもの るもの

に限 に限

る） る）。 。

略 略

補略略略 補略略略

償 償

、そ 1,000 略 、そ 5,000 1,000 略

補の 万円 補の 万円以万円

填他 以上 填他 上以上

及 及 5,000

び び 万円未

賠 賠 満

償 償

金 金

略 略

投資及 1,000 略 投資及5,000 1,000 略

び出資 万円 び出資万円以万円

金 以上 金 上以上

5,000

万円未

満

略 略

備考略 備考略

２特定決裁事項及び特定専決事項 ２特定決裁事項及び特定専決事項

区知事決副知事部長専決課長専決事項区知事決副知事部長専決課長専決事項

分裁事項専決事事項 分裁事項専決事事項

項 項

略 略

及 及
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環略 環略

境 境

森 森

林 林

部 部

各 各

課 課

共 室

通 共

通

略 略

医１・２略 医１・２略

療３栃木県准看護師修学資金貸与条例（平療

政成29年栃木県条例第４号）に基づく次の政

策事務 策

課 ⑴貸付金に課

係る予算の

執行

４この規則に基づく次の事務

⑴とちぎ安

心医療基金

に係る寄附

の受入れの

決定

略 略

会１略 会１略

計２栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県計２栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県

局条例第46号）及び栃木県収入証紙条例施局条例第46号）

会行規則（平成16年栃木県規則第32号）に会 に

計基づく次の事務 計基づく次の事務

管 ⑴収入⑴ 管 ⑴第10条の

理 証紙売 理 規定による

課 りさば指定人の氏課 指定人の氏

き機関名等の変更 名等の変更

の決定届出の受理 届出の受理

⑵ ⑵指定人の ⑴第６⑵第11条の

条の規規定による

売りさばき 定によ売りさばき

収入の廃止届出 る収入の廃止届出

証紙売の受理 証紙売の受理

りさば りさば

きの指 きの指

定 定

⑶ ⑵第12

条の規

定によ

負担 1,000 1,000 全額負担 全額1 0 0万1 0 0万

金補 万円以万円未 金補 円以上円未満、 、

助金び 上（栃満（栃（栃木助金び （栃（栃（栃木

交付金 木県補木県補県補助交付金 木県補木県補県補助

助金等助金等金等交 助金等助金等金等交

交付規交付規付規則 交付規交付規付規則

則（昭則の適の適用 則（昭則の適の適用

和36年用を受を受け 和36年用を受を受け

栃木県けるないも 栃木県けないないも

規則第もののに限 規則第もののに限

33号） に限る） 33号） に限る）。 。

の適用る） の適用る）。 。

を受け を受け

るもの るもの

に限 に限

る） る）。 。

略 略

補略略略 補略略略

償 償

、そ 1,000 略 、そ 5,000 1,000 略

補の 万円 補の 万円以万円

填他 以上 填他 上以上

及 及 5,000

び び 万円未

賠 賠 満

償 償

金 金

略 略

投資及 1,000 略 投資及5,000 1,000 略

び出資 万円 び出資万円以万円

金 以上 金 上以上

5,000

万円未

満

略 略

備考略 備考略

２特定決裁事項及び特定専決事項 ２特定決裁事項及び特定専決事項

区知事決副知事部長専決課長専決事項区知事決副知事部長専決課長専決事項

分裁事項専決事事項 分裁事項専決事事項

項 項

略 略

課長専決事項 課長専決事項
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環略 環略

境 境

森 森

林 林

部 部

各 各

課 課

共 室

通 共

通

略 略

医１・２略 医１・２略

療３栃木県准看護師修学資金貸与条例（平療

政成29年栃木県条例第４号）に基づく次の政

策事務 策

課 ⑴貸付金に課

係る予算の

執行

４この規則に基づく次の事務

⑴とちぎ安

心医療基金

に係る寄附

の受入れの

決定

略 略

会１略 会１略

計２栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県計２栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県

局条例第46号）及び栃木県収入証紙条例施局条例第46号）

会行規則（平成16年栃木県規則第32号）に会 に

計基づく次の事務 計基づく次の事務

管 ⑴収入⑴ 管 ⑴第10条の

理 証紙売 理 規定による

課 りさば指定人の氏課 指定人の氏

き機関名等の変更 名等の変更

の決定届出の受理 届出の受理

⑵ ⑵指定人の ⑴第６⑵第11条の

条の規規定による

売りさばき 定によ売りさばき

収入の廃止届出 る収入の廃止届出

証紙売の受理 証紙売の受理

りさば りさば

きの指 きの指

定 定

⑶ ⑵第12

条の規

定によ

収入 る収入

証紙売 証紙売

りさば りさば

きの指 きの指

定の解 定の解

除 除

３略 ３略

３・４略 ３・４略

５委任事務に関する特定専決事項 ５委任事務に関する特定専決事項

公所 専決権者専決事項 公所 専決権者専決事項

略 略

略 略 略 略

衛生福祉大学校略 衛生福祉大学校略

とちぎリハビリ副所長

テシンセンー ョ

ター

略 略

別表第４（第６条関係） 別表第４（第６条関係）

課の出納員１課に属する給与及び給与に係課の出納員１課に属する給与及び給与に係

に委任するる共済費児童手当並びに職員に委任するる共済費児童手当並びに職員、 、

事項 の旅費に係る支出負担行為の確事項 の旅費に係る支出負担行為の確

認（総務事務センタの出納員 認（総務事務室の出納員ー

に委任する事項を除く） に委任する事項を除く）。 。

２課に属する歳入金の収納及び ２課に属する歳入金の収納及び

繰替払（総務事務センタの出 繰替払（総務事務室の出ー

納員に委任する事項を除く） 納員に委任する事項を除く）。 。

３課に属する保管金及び保管有 ３課に属する保管金及び保管有

価証券の出納（総務事務セン 価証券の出納（総務事務室

タの出納員に委任する事項を の出納員に委任する事項をー

除く） 除く）。 。

４・５略 ４・５略

公所の出納１公所に属する支出負担行為の公所の出納１公所に属する支出負担行為の

員に委任す確認（総務事務センタの出納員に委任す確認（総務事務室の出納ー

る事項 員に委任する事項を除く） る事項 員に委任する事項を除く）。 。

２公所に属する歳入金の収納 ２公所に属する歳入金の収納

（県税事務所の出納員にあって （県税事務所の出納員にあって

は自動車税事務所に属する自 は自動車税事務所に属する自、 、

動車税に係る歳入の収納を含 動車税に係る歳入の収納を含

む）及び繰替払（総務事務セ む）及び繰替払（総務事務室。 。



（7）栃 木 県 公 報平成30年３月30日　金曜日 号外第24号

収入 る収入

証紙売 証紙売

りさば りさば

きの指 きの指

定の解 定の解

除 除

３略 ３略

３・４略 ３・４略

５委任事務に関する特定専決事項 ５委任事務に関する特定専決事項

公所 専決権者専決事項 公所 専決権者専決事項

略 略

略 略 略 略

衛生福祉大学校略 衛生福祉大学校略

とちぎリハビリ副所長

テシンセンー ョ

ター

略 略

別表第４（第６条関係） 別表第４（第６条関係）

課の出納員１課に属する給与及び給与に係課の出納員１課に属する給与及び給与に係

に委任するる共済費児童手当並びに職員に委任するる共済費児童手当並びに職員、 、

事項 の旅費に係る支出負担行為の確事項 の旅費に係る支出負担行為の確

認（総務事務センタの出納員 認（総務事務室の出納員ー

に委任する事項を除く） に委任する事項を除く）。 。

２課に属する歳入金の収納及び ２課に属する歳入金の収納及び

繰替払（総務事務センタの出 繰替払（総務事務室の出ー

納員に委任する事項を除く） 納員に委任する事項を除く）。 。

３課に属する保管金及び保管有 ３課に属する保管金及び保管有

価証券の出納（総務事務セン 価証券の出納（総務事務室

タの出納員に委任する事項を の出納員に委任する事項をー

除く） 除く）。 。

４・５略 ４・５略

公所の出納１公所に属する支出負担行為の公所の出納１公所に属する支出負担行為の

員に委任す確認（総務事務センタの出納員に委任す確認（総務事務室の出納ー

る事項 員に委任する事項を除く） る事項 員に委任する事項を除く）。 。

２公所に属する歳入金の収納 ２公所に属する歳入金の収納

（県税事務所の出納員にあって （県税事務所の出納員にあって

は自動車税事務所に属する自 は自動車税事務所に属する自、 、

動車税に係る歳入の収納を含 動車税に係る歳入の収納を含

む）及び繰替払（総務事務セ む）及び繰替払（総務事務室。 。

ンタの出納員に委任する事項 の出納員に委任する事項ー

を除く） を除く）。 。

３公所に属する保管金の出納並 ３公所に属する保管金の出納並

びに保管有価証券の出納及び保 びに保管有価証券の出納及び保

管（総務事務センタの出納員 管（総務事務室の出納員ー

に委任する事項を除く） に委任する事項を除く）。 。

４・５略 ４・５略

総務事務セ１第４条の２第１項の規定によ総務事務室１第４条の２第１項の規定によ

ンタの出り総務事務センタ所長が処理 の出り総務事務室長 が処理ー ー

納員に委任する事務に係る支出負担行為の納員に委任する事務に係る支出負担行為の

する事項確認歳入金の収納及び保管金する事項確認歳入金の収納及び保管金、 、

の出納 の出納

２略 ２略

略 略

別表第５（第７条関係） 別表第５（第７条関係）

１会計局における決裁及び専決事項 １会計局における決裁及び専決事項

会計管理者会計管理課長専決事項 会計管理者会計管理課長専決事項

決裁事項 決裁事項

１略 １略

２この規則に基づく次の事務 ２この規則に基づく次の事務

⑴⑶略⑴支出負担行為の確認 ⑴⑶略⑴支出負担行為の確認～ ～

（課公所及び総務事務セ （課公所及び総務事務室、 、

ンタの出納員に委任した の出納員に委任したー

事項を除くまた予算の 事項を除くまた予算の。 、 。 、

執行に係る事案の決定が 執行に係る事案の決定が、 、

全額課長専決となっている 全額課長専決となっている

もの（扶助費償還金利 もの（扶助費償還金利、 、 、 、

子及び割引料を除く）に 子及び割引料を除く）に。 。

ついては会計管理課審査 ついては会計管理課審査、 、

担当のリダの専決事項 担当のリダの専決事項ー ー ー ー

とする） とする）。 。

⑵⑼略 ⑵⑼略～ ～

３略 ３略

２公所の出納員による専決事項 ２公所の出納員による専決事項

⑴略 ⑴略

⑵公所に属する納付書払に係る支払証の指定⑵公所に属する納付書払に係る支払証の指定

金融機関への送付（総務事務センタ所長が 金融機関への送付（総務事務室長 がー

処理する事務に係るものを除く） 処理する事務に係るものを除く）。 。

３略 ３略

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 会 計 局 会 計 管 理 課 ）



（8） 栃 木 県 公 報 号外第24号平成30年３月30日　金曜日

ンタの出納員に委任する事項 の出納員に委任する事項ー

を除く） を除く）。 。

３公所に属する保管金の出納並 ３公所に属する保管金の出納並

びに保管有価証券の出納及び保 びに保管有価証券の出納及び保

管（総務事務センタの出納員 管（総務事務室の出納員ー

に委任する事項を除く） に委任する事項を除く）。 。

４・５略 ４・５略

総務事務セ１第４条の２第１項の規定によ総務事務室１第４条の２第１項の規定によ

ンタの出り総務事務センタ所長が処理 の出り総務事務室長 が処理ー ー

納員に委任する事務に係る支出負担行為の納員に委任する事務に係る支出負担行為の

する事項確認歳入金の収納及び保管金する事項確認歳入金の収納及び保管金、 、

の出納 の出納

２略 ２略

略 略

別表第５（第７条関係） 別表第５（第７条関係）

１会計局における決裁及び専決事項 １会計局における決裁及び専決事項

会計管理者会計管理課長専決事項 会計管理者会計管理課長専決事項

決裁事項 決裁事項

１略 １略

２この規則に基づく次の事務 ２この規則に基づく次の事務

⑴⑶略⑴支出負担行為の確認 ⑴⑶略⑴支出負担行為の確認～ ～

（課公所及び総務事務セ （課公所及び総務事務室、 、

ンタの出納員に委任した の出納員に委任したー

事項を除くまた予算の 事項を除くまた予算の。 、 。 、

執行に係る事案の決定が 執行に係る事案の決定が、 、

全額課長専決となっている 全額課長専決となっている

もの（扶助費償還金利 もの（扶助費償還金利、 、 、 、

子及び割引料を除く）に 子及び割引料を除く）に。 。

ついては会計管理課審査 ついては会計管理課審査、 、

担当のリダの専決事項 担当のリダの専決事項ー ー ー ー

とする） とする）。 。

⑵⑼略 ⑵⑼略～ ～

３略 ３略

２公所の出納員による専決事項 ２公所の出納員による専決事項

⑴略 ⑴略

⑵公所に属する納付書払に係る支払証の指定⑵公所に属する納付書払に係る支払証の指定

金融機関への送付（総務事務センタ所長が 金融機関への送付（総務事務室長 がー

処理する事務に係るものを除く） 処理する事務に係るものを除く）。 。

３略 ３略

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 会 計 局 会 計 管 理 課 ）

栃 木 県 告 示 第 百 六 十 七 号

特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及 び 特 定 建 設 作 業 に 伴 っ て 発 生 す る 騒 音 に つ い て 規 制 す る 地 域 等 （ 昭 和 四

十 七 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

一 略 一 略

二 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 時 間 及 び 区 域 の 区 分 二 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 時 間 及 び 区 域 の 区 分

ご と の 規 制 基 準 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 た だ ご と の 規 制 基 準 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 た だ

し 、 同 表 に 掲 げ る 第 二 種 区 域 （ 第 二 種 区 域 の 夜 間 し 、 同 表 に 掲 げ る 第 二 種 区 域 （ 第 二 種 区 域 の 夜 間

に 係 る も の は 除 く 。 ） 、 第 三 種 区 域 及 び 第 四 種 区 に 係 る も の は 除 く 。 ） 、 第 三 種 区 域 及 び 第 四 種 区

域 の 区 域 内 に 所 在 す る 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 域 の 区 域 内 に 所 在 す る 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年

法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 、 児 童 福 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 、 児 童 福

祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第

一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法

律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院 律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院

及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の う ち 患 者 を 入 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の う ち 患 者 を 入

院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、 図 書 館 法 （ 昭 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、 図 書 館 法 （ 昭

和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定

す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百

三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人

ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育

等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八

年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保

連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て 「 学 校 、 病 院 連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て 「 学 校 、 病 院

等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む ね 五 十 メ ー ト 等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む ね 五 十 メ ー ト

ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当 該 各 欄 に 定 め ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当 該 各 欄 に 定 め

る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 と す る 。 る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 と す る 。

略 略

備 考 備 考

１ ～ ３ 略 １ ～ ３ 略

４ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 ４ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項

第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 及

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 及 び 田 園 住 居 地 域 び 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、 同 号 に 規 定 す る 第 を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、 同 号 に 規 定 す る 第

一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居

専 用 地 域 、 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 専 用 地 域 、 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域

及 び 準 住 居 地 域 を い い 、 第 三 種 区 域 と は 、 同 及 び 準 住 居 地 域 を い い 、 第 三 種 区 域 と は 、 同

号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 及 び 準 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 及 び 準

工 業 地 域 を い い 、 第 四 種 区 域 と は 、 同 号 に 規 工 業 地 域 を い い 、 第 四 種 区 域 と は 、 同 号 に 規

定 す る 工 業 地 域 を い う 。 定 す る 工 業 地 域 を い う 。

５ ～ ８ 略 ５ ～ ８ 略

三 略 三 略

（ 環 境 保 全 課 ）

　───────────────────────────────────────────────

告 示
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栃 木 県 告 示 第 百 六 十 八 号

騒 音 規 制 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 地 域 に お け る 自 動 車 騒 音 の 限 度 を 定 め る 総 理 府 令 別 表 備 考 の

区 域 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 告 示 第 百 八 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

区 域 の

該 当 地 域

区 域 の

該 当 地 域区 分 区 分

特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及

び 特 定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 び 特 定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒

音 に つ い て 規 制 す る 地 域 等 （ 昭 和 四 音 に つ い て 規 制 す る 地 域 等 （ 昭 和 四

十 七 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 号 ） 一 の 項 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 号 ） 一 の 項

各 号 に 掲 げ る 地 域 （ 以 下 「 指 定 地 各 号 に 掲 げ る 地 域 （ 以 下 「 指 定 地

ａ 区 域 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計 画 法 ａ 区 域 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計 画 法

（ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 八 条 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 八 条

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層

住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用

地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 及

第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 及 び 田 び 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

園 住 居 地 域

指 定 地 域 の う ち 、 都 市 計 画 法 第 八 条 指 定 地 域 の う ち 、 次 に 掲 げ る 地 域

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 住 居 一 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 に 規 定 す る 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二

域 種 住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 域

二 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

ｂ 区 域 ｂ 区 域

に 規 定 す る 用 途 地 域 が 定 め ら れ て

い な い 区 域 に あ っ て は 、 特 定 工 場

等 に お い て 発 生 す る 騒 音 お よ び 特

定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 音

に つ い て 規 制 す る 地 域 等 二 の 項 の

表 備 考 ４ に 規 定 す る 第 一 種 区 域 及

び 第 二 種 区 域 の 全 域

指 定 地 域 の う ち 、 都 市 計 画 法 第 八 条 指 定 地 域 の う ち 、 次 に 掲 げ る 地 域

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 一 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地

域 及 び 工 業 専 用 地 域 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 域 及 び 工

業 専 用 地 域

二 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

ｃ 区 域 ｃ 区 域 に 規 定 す る 用 途 地 域 が 定 め ら れ て

い な い 区 域 に あ っ て は 、 特 定 工 場

等 に お い て 発 生 す る 騒 音 お よ び 特

定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 音

に つ い て 規 制 す る 地 域 等 二 の 項 の

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 告 示 第 百 六 十 七 号

特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及 び 特 定 建 設 作 業 に 伴 っ て 発 生 す る 騒 音 に つ い て 規 制 す る 地 域 等 （ 昭 和 四

十 七 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

一 略 一 略

二 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 時 間 及 び 区 域 の 区 分 二 法 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 時 間 及 び 区 域 の 区 分

ご と の 規 制 基 準 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 た だ ご と の 規 制 基 準 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 た だ

し 、 同 表 に 掲 げ る 第 二 種 区 域 （ 第 二 種 区 域 の 夜 間 し 、 同 表 に 掲 げ る 第 二 種 区 域 （ 第 二 種 区 域 の 夜 間

に 係 る も の は 除 く 。 ） 、 第 三 種 区 域 及 び 第 四 種 区 に 係 る も の は 除 く 。 ） 、 第 三 種 区 域 及 び 第 四 種 区

域 の 区 域 内 に 所 在 す る 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 域 の 区 域 内 に 所 在 す る 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年

法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 、 児 童 福 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 、 児 童 福

祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ） 第 七 条 第

一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法

律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院 律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す る 病 院

及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の う ち 患 者 を 入 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の う ち 患 者 を 入

院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、 図 書 館 法 （ 昭 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、 図 書 館 法 （ 昭

和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定

す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百

三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人

ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育

等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八

年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保

連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て 「 学 校 、 病 院 連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て 「 学 校 、 病 院

等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む ね 五 十 メ ー ト 等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む ね 五 十 メ ー ト

ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当 該 各 欄 に 定 め ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当 該 各 欄 に 定 め

る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 と す る 。 る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 と す る 。

略 略

備 考 備 考

１ ～ ３ 略 １ ～ ３ 略

４ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 ４ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項

第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 及

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 及 び 田 園 住 居 地 域 び 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、 同 号 に 規 定 す る 第 を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、 同 号 に 規 定 す る 第

一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居

専 用 地 域 、 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 専 用 地 域 、 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域

及 び 準 住 居 地 域 を い い 、 第 三 種 区 域 と は 、 同 及 び 準 住 居 地 域 を い い 、 第 三 種 区 域 と は 、 同

号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 及 び 準 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 及 び 準

工 業 地 域 を い い 、 第 四 種 区 域 と は 、 同 号 に 規 工 業 地 域 を い い 、 第 四 種 区 域 と は 、 同 号 に 規

定 す る 工 業 地 域 を い う 。 定 す る 工 業 地 域 を い う 。

５ ～ ８ 略 ５ ～ ８ 略

三 略 三 略

（ 環 境 保 全 課 ）



（10） 栃 木 県 公 報 号外第24号平成30年３月30日　金曜日
栃 木 県 告 示 第 百 六 十 八 号

騒 音 規 制 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 地 域 に お け る 自 動 車 騒 音 の 限 度 を 定 め る 総 理 府 令 別 表 備 考 の

区 域 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 告 示 第 百 八 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

区 域 の

該 当 地 域

区 域 の

該 当 地 域区 分 区 分

特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及

び 特 定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 び 特 定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒

音 に つ い て 規 制 す る 地 域 等 （ 昭 和 四 音 に つ い て 規 制 す る 地 域 等 （ 昭 和 四

十 七 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 号 ） 一 の 項 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 号 ） 一 の 項

各 号 に 掲 げ る 地 域 （ 以 下 「 指 定 地 各 号 に 掲 げ る 地 域 （ 以 下 「 指 定 地

ａ 区 域 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計 画 法 ａ 区 域 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計 画 法

（ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 八 条 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 八 条

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層

住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 専 用

地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 及

第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 及 び 田 び 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

園 住 居 地 域

指 定 地 域 の う ち 、 都 市 計 画 法 第 八 条 指 定 地 域 の う ち 、 次 に 掲 げ る 地 域

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 住 居 一 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 に 規 定 す る 第 一 種 住 居 地 域 、 第 二

域 種 住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 域

二 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

ｂ 区 域 ｂ 区 域

に 規 定 す る 用 途 地 域 が 定 め ら れ て

い な い 区 域 に あ っ て は 、 特 定 工 場

等 に お い て 発 生 す る 騒 音 お よ び 特

定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 音

に つ い て 規 制 す る 地 域 等 二 の 項 の

表 備 考 ４ に 規 定 す る 第 一 種 区 域 及

び 第 二 種 区 域 の 全 域

指 定 地 域 の う ち 、 都 市 計 画 法 第 八 条 指 定 地 域 の う ち 、 次 に 掲 げ る 地 域

第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 一 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地

域 及 び 工 業 専 用 地 域 域 、 準 工 業 地 域 、 工 業 地 域 及 び 工

業 専 用 地 域

二 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 第 一 号

ｃ 区 域 ｃ 区 域 に 規 定 す る 用 途 地 域 が 定 め ら れ て

い な い 区 域 に あ っ て は 、 特 定 工 場

等 に お い て 発 生 す る 騒 音 お よ び 特

定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 音

に つ い て 規 制 す る 地 域 等 二 の 項 の

表 備 考 ４ に 規 定 す る 第 三 種 区 域 及

び 第 四 種 区 域 の 全 域

（ 環 境 保 全 課 ）

栃 木 県 告 示 第 百 六 十 九 号

騒 音 に 関 す る 環 境 基 準 に つ い て の 地 域 の 指 定 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 二 百 六 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

地 域 の

該 当 地 域

地 域 の

該 当 地 域類 型 類 型

都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 都 市 計 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第

百 号 ） 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す 百 号 ） 第 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す

Ａ

る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種

Ａ

る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種

低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住

居 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 居 専 用 地 域 及 び 第 二 種 中 高 層 住 居 専

用 地 域 及 び 田 園 住 居 地 域 用 地 域

略 略

（ 環 境 保 全 課 ）

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 号

新 幹 線 鉄 道 騒 音 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て の 地 域 の 指 定 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 二 百 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

地 域 の

該 当 地 域

地 域 の

該 当 地 域類 型 類 型

東 北 新 幹 線 鉄 道 の 軌 道 中 心 線 か ら 東 北 新 幹 線 鉄 道 の 軌 道 中 心 線 か ら

三 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域 （ 以 下 「 沿 三 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域 （ 以 下 「 沿

線 区 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計 線 区 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計

画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第

八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種

Ⅰ 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 Ⅰ 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居

専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地

域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第

一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 、 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 及 び

準 住 居 地 域 及 び 田 園 住 居 地 域 並 び に 準 住 居 地 域 並 び に

同 号 に 規 定 す る 用 途 地 域 の 定 め の な 同 号 に 規 定 す る 用 途 地 域 の 定 め の な

い 地 域 内 で あ っ て 、 別 図 に Ⅰ と し て い 地 域 内 で あ っ て 、 別 図 に Ⅰ と し て

区 画 し た 地 域 区 画 し た 地 域

略 略

（ 環 境 保 全 課 ）

　───────────────────────────────────────────────

　───────────────────────────────────────────────



（11）栃 木 県 公 報平成30年３月30日　金曜日 号外第24号

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 一 号

振 動 を 防 止 す る こ と に よ り 住 民 の 生 活 環 境 を 保 全 す る 必 要 が あ る と 認 め る 地 域 の 指 定 等 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木

県 告 示 第 七 百 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

一 略 一 略

二 指 定 区 域 内 の 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 振 動 二 指 定 区 域 内 の 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 振 動

に 係 る 時 間 及 び 区 域 の 区 分 ご と の 規 制 基 準 は 、 次 に 係 る 時 間 及 び 区 域 の 区 分 ご と の 規 制 基 準 は 、 次

の 表 の と お り と す る 。 た だ し 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和 の 表 の と お り と す る 。 た だ し 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学

校 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 校 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四

号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭

和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に

規 定 す る 病 院 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の 規 定 す る 病 院 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の

う ち 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、 う ち 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、

図 書 館 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 図 書 館 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 第 一 項 に 規 定 す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十

八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 別 養 護 老 人 ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る

教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規

定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て

「 学 校 、 病 院 等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む 「 学 校 、 病 院 等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む

ね 五 十 メ ー ト ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当 ね 五 十 メ ー ト ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当

該 各 欄 に 定 め る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 該 各 欄 に 定 め る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値

と す る 。 と す る 。

略 略

備 考 備 考

１ ～ ４ 略 １ ～ ４ 略

５ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 ５ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項

第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居

専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一

種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 、 準 住 居 地 域 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 域

及 び 田 園 住 居 地 域 を い い 、 第 二 種 区 域 と を い い 、 第 二 種 区 域 と

（
Ａ

）

（
Ａ

）

は 、 同 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 は 、 同 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域

及 び 準 工 業 地 域 を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、 及 び 準 工 業 地 域 を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、

（
Ｂ

）

（
Ｂ

）

同 号 に 規 定 す る 工 業 地 域 を い う 。 同 号 に 規 定 す る 工 業 地 域 を い う 。

６ ～ ９ 略 ６ ～ ９ 略

三 ～ 五 略 三 ～ 五 略

（ 環 境 保 全 課 ）

　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 号

新 幹 線 鉄 道 騒 音 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て の 地 域 の 指 定 （ 平 成 十 九 年 栃 木 県 告 示 第 二 百 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

地 域 の

該 当 地 域

地 域 の

該 当 地 域類 型 類 型

東 北 新 幹 線 鉄 道 の 軌 道 中 心 線 か ら 東 北 新 幹 線 鉄 道 の 軌 道 中 心 線 か ら

三 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域 （ 以 下 「 沿 三 百 メ ー ト ル 以 内 の 区 域 （ 以 下 「 沿

線 区 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計 線 区 域 」 と い う 。 ） の う ち 、 都 市 計

画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第 画 法 （ 昭 和 四 十 三 年 法 律 第 百 号 ） 第

八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 八 条 第 一 項 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種

Ⅰ 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居 Ⅰ 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 二 種 低 層 住 居

専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地

域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第

一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 、 一 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 及 び

準 住 居 地 域 及 び 田 園 住 居 地 域 並 び に 準 住 居 地 域 並 び に

同 号 に 規 定 す る 用 途 地 域 の 定 め の な 同 号 に 規 定 す る 用 途 地 域 の 定 め の な

い 地 域 内 で あ っ て 、 別 図 に Ⅰ と し て い 地 域 内 で あ っ て 、 別 図 に Ⅰ と し て

区 画 し た 地 域 区 画 し た 地 域

略 略

（ 環 境 保 全 課 ）



（12） 栃 木 県 公 報 号外第24号平成30年３月30日　金曜日
栃 木 県 告 示 第 百 七 十 一 号

振 動 を 防 止 す る こ と に よ り 住 民 の 生 活 環 境 を 保 全 す る 必 要 が あ る と 認 め る 地 域 の 指 定 等 （ 昭 和 五 十 二 年 栃 木

県 告 示 第 七 百 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

一 略 一 略

二 指 定 区 域 内 の 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 振 動 二 指 定 区 域 内 の 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 振 動

に 係 る 時 間 及 び 区 域 の 区 分 ご と の 規 制 基 準 は 、 次 に 係 る 時 間 及 び 区 域 の 区 分 ご と の 規 制 基 準 は 、 次

の 表 の と お り と す る 。 た だ し 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和 の 表 の と お り と す る 。 た だ し 、 学 校 教 育 法 （ 昭 和

二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） 第 一 条 に 規 定 す る 学

校 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 校 、 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四

号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭 号 ） 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 保 育 所 、 医 療 法 （ 昭

和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） 第 一 条 の 五 第 一 項 に

規 定 す る 病 院 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の 規 定 す る 病 院 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 所 の

う ち 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、 う ち 患 者 を 入 院 さ せ る た め の 施 設 を 有 す る も の 、

図 書 館 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条 図 書 館 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ） 第 二 条

第 一 項 に 規 定 す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 第 一 項 に 規 定 す る 図 書 館 、 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十

八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特 八 年 法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 五 条 の 三 に 規 定 す る 特

別 養 護 老 人 ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 別 養 護 老 人 ホ ー ム 並 び に 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る

教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規

定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 （ 次 項 に お い て

「 学 校 、 病 院 等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む 「 学 校 、 病 院 等 」 と い う 。 ） の 敷 地 の 周 囲 お お む

ね 五 十 メ ー ト ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当 ね 五 十 メ ー ト ル の 区 域 内 に お け る 規 制 基 準 は 、 当

該 各 欄 に 定 め る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値 該 各 欄 に 定 め る 当 該 値 か ら 五 デ シ ベ ル を 減 じ た 値

と す る 。 と す る 。

略 略

備 考 備 考

１ ～ ４ 略 １ ～ ４ 略

５ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項 ５ 第 一 種 区 域 と は 、 都 市 計 画 法 第 八 条 第 一 項

第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 号 に 規 定 す る 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 種 中 高 層 住 居

専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一 専 用 地 域 、 第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 、 第 一

種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 、 準 住 居 地 域 種 住 居 地 域 、 第 二 種 住 居 地 域 及 び 準 住 居 地 域

及 び 田 園 住 居 地 域 を い い 、 第 二 種 区 域 と を い い 、 第 二 種 区 域 と

（
Ａ

）

（
Ａ

）

は 、 同 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 は 、 同 号 に 規 定 す る 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域

及 び 準 工 業 地 域 を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、 及 び 準 工 業 地 域 を い い 、 第 二 種 区 域 と は 、

（
Ｂ

）

（
Ｂ

）

同 号 に 規 定 す る 工 業 地 域 を い う 。 同 号 に 規 定 す る 工 業 地 域 を い う 。

６ ～ ９ 略 ６ ～ ９ 略

三 ～ 五 略 三 ～ 五 略

（ 環 境 保 全 課 ）　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 二 号

悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 規 制 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

一 規 制 地 域 一 規 制 地 域

規 制 地 域 は 、 次 の と お り と す る 。 規 制 地 域 は 、 次 の と お り と す る 。

市 町 村 名 地 域 区 域 の 区 分 市 町 村 名 地 域 区 域 の 区 分

略 略

用 途 地 域 の う ち 第 一 略 用 途 地 域 の う ち 第 一 略

種 低 層 住 居 専 用 地 種 低 層 住 居 専 用 地

域 、 第 一 種 中 高 層 住 域 、 第 一 種 中 高 層 住

居 専 用 地 域 、 第 一 種 居 専 用 地 域 、 第 一 種

住 居 地 域 、 第 二 種 住 住 居 地 域 、 第 二 種 住

居 地 域 、 準 住 居 地 居 地 域 、 準 住 居 地

壬 生 町 域 、 近 隣 商 業 地 域 壬 生 町 域 及 び 近 隣 商 業 地 域

及 び 準 工 業 地 域 、 別 、 別

図 十 に 区 画 し た 地 域 図 十 に 区 画 し た 地 域

並 び に 別 表 に 掲 げ る 並 び に 別 表 に 掲 げ る

地 域 地 域

略 略

略 略

備 考 略 　備 考 略

二 略 二 略

別 表 別 表

略 略

那 須 町 那 須 町 那 須 高 原 海 城 高 等 学 校 ・ 中 学

幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・ 校 、 幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・

中 学 校 、 中 学 校 、 那 須 町 立 東 陽 中 学 校 、

那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町 立 那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町 立

東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森 東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森

小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、 小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、

那 須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須 那 須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須

町 立 那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ 町 立 那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ

じ 幼 稚 園 、 那 須 幼 稚 園 、 那 須 町 じ 幼 稚 園 、 那 須 幼 稚 園 、 那 須 町

立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町 立 立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町 立

伊 王 野 保 育 園 、 那 須 町 立 那 須 高 伊 王 野 保 育 園 、 那 須 町 立 那 須 高



（13）栃 木 県 公 報平成30年３月30日　金曜日 号外第24号
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　───────────────────────────────────────────────

栃 木 県 告 示 第 百 七 十 二 号

悪 臭 防 止 法 の 規 定 に 基 づ く 規 制 地 域 及 び 規 制 基 準 （ 平 成 二 十 四 年 栃 木 県 告 示 第 七 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

一 規 制 地 域 一 規 制 地 域

規 制 地 域 は 、 次 の と お り と す る 。 規 制 地 域 は 、 次 の と お り と す る 。

市 町 村 名 地 域 区 域 の 区 分 市 町 村 名 地 域 区 域 の 区 分

略 略

用 途 地 域 の う ち 第 一 略 用 途 地 域 の う ち 第 一 略

種 低 層 住 居 専 用 地 種 低 層 住 居 専 用 地

域 、 第 一 種 中 高 層 住 域 、 第 一 種 中 高 層 住

居 専 用 地 域 、 第 一 種 居 専 用 地 域 、 第 一 種

住 居 地 域 、 第 二 種 住 住 居 地 域 、 第 二 種 住

居 地 域 、 準 住 居 地 居 地 域 、 準 住 居 地

壬 生 町 域 、 近 隣 商 業 地 域 壬 生 町 域 及 び 近 隣 商 業 地 域

及 び 準 工 業 地 域 、 別 、 別

図 十 に 区 画 し た 地 域 図 十 に 区 画 し た 地 域

並 び に 別 表 に 掲 げ る 並 び に 別 表 に 掲 げ る

地 域 地 域

略 略

略 略

備 考 略 　備 考 略

二 略 二 略

別 表 別 表

略 略

那 須 町 那 須 町 那 須 高 原 海 城 高 等 学 校 ・ 中 学

幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・ 校 、 幸 福 の 科 学 学 園 高 等 学 校 ・

中 学 校 、 中 学 校 、 那 須 町 立 東 陽 中 学 校 、

那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町 立 那 須 町 立 那 須 中 学 校 、 那 須 町 立

東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森 東 陽 小 学 校 、 那 須 町 立 学 び の 森

小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、 小 学 校 、 那 須 町 立 高 久 小 学 校 、

那 須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須 那 須 町 立 田 代 友 愛 小 学 校 、 那 須

町 立 那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ 町 立 那 須 高 原 小 学 校 、 那 須 み ふ

じ 幼 稚 園 、 那 須 幼 稚 園 、 那 須 町 じ 幼 稚 園 、 那 須 幼 稚 園 、 那 須 町

立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町 立 立 黒 田 原 第 二 保 育 園 、 那 須 町 立

伊 王 野 保 育 園 、 那 須 町 立 那 須 高 伊 王 野 保 育 園 、 那 須 町 立 那 須 高

原 保 育 園 、 那 須 町 立 千 振 保 育 原 保 育 園 、 那 須 町 立 千 振 保 育

園 、 那 須 町 立 大 同 保 育 園 、 那 須 園 、 那 須 町 立 大 同 保 育 園 、 那 須

町 立 高 久 保 育 園 、 特 別 養 護 老 人 町 立 高 久 保 育 園 、 特 別 養 護 老 人

ホ ー ム ゆ た か 苑 、 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム ゆ た か 苑 、 特 別 養 護 老 人

ホ ー ム 寿 山 荘 那 須 、 特 別 養 護 老 ホ ー ム 寿 山 荘 那 須 、 特 別 養 護 老

人 ホ ー ム な す の 苑 、 養 護 老 人 人 ホ ー ム な す の 苑 、 養 護 老 人

ホ ー ム 聖 園 那 須 老 人 ホ ー ム ホ ー ム 聖 園 那 須 老 人 ホ ー ム 、 認

知 症 高 齢 者 グ ル ー プ ホ ー ム ソ

、 那 須 高 原 病 院 及 び 見 川 フ ィ ア 、 那 須 高 原 病 院 及 び 見 川

医 院 の そ れ ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル 医 院 の そ れ ぞ れ 周 囲 百 メ ー ト ル

以 内 の 区 域 以 内 の 区 域

（ 環 境 保 全 課 ）


